
【平成２９年度　工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

有限会社岡田ぺインター
浜松市北区細江町広岡３２７番
地の１

平成２９年　４月　７日から
平成２９年　５月　６日まで

（１カ月）

別表第１第７号（安
全管理措置の不適切
により生じた工事等
関係者事故）に該当

　平成２８年３月５日、「浜松市立泉小学校体育館
屋根塗装工事」において、体育館屋根での錆び落と
しの工程中、移動の際に作業員が足を踏み外して高
さ約8.5ｍ付近から墜落する事故を発生させ、平成２
８年１２月８日、浜松営業所長が労働安全衛生法違
反により浜松簡易裁判所から罰金の略式命令を受け
たため。

穂の国エンジニアリング株式会社
浜松市中区板屋町１００番地１
１アライブ板屋町ビル３Ｆ

平成２９年　６月２９日から
平成２９年　７月１２日まで

（２週間）

別表第１第４号（契
約違反）に該当

　浜松市発注の「平成２９年度　社資交（通）通
未西特環公共委託第１号及び特環単独委託第１号
馬込第１１・１２処理分区枝線管きょ実施設計業務
（第１工区）及び（その１）」において、仕様書に
規定する資格等を保有する管理技術者を契約約款第
３条第５項に規定する期日内に配置して、業務着手
できなかったため。

水ｉｎｇ株式会社 東京都港区港南一丁目７‐１８
平成２９年　９月２８日から
平成２９年１０月２７日まで

（１カ月）

別表第２第１０号
（不正又は不誠実な

行為）に該当

　共同企業体として請け負った四国中央市発注の機
械設備工事の現場において、下請会社従業員が墜落
して死亡した際、墜落の危険がある箇所に手すり等
を設けず、労働災害防止に必要な措置を講じていな
かったとして、平成２９年７月２８日、同共同企業
体の元方安全衛生管理者が労働安全衛生法違反の罪
で、松山区検察庁によって略式起訴され、同年８月
１日付けで、松山簡易裁判所から罰金２０万円の略
式命令を受けたことが判明したため。

日東工営株式会社 東京都新宿区西新宿７‐５‐２
平成２９年１０月１３日から
平成２９年１１月１２日まで

（１カ月）

別表第２第１０号
（不正又は不誠実な

行為）に該当

　建築物の解体等の作業を行うにあたり、あらかじ
め当該建築物について石綿の使用の有無を調査せ
ず、その結果を記録しなかったとして労働安全衛生
法違反で平成２９年３月７日に名古屋簡易裁判所か
ら罰金刑の略式命令を受け、刑が確定したため。
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【平成２９年度　工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

サン・カネカ建設有限会社 浜松市中区花川町１６５２番地
平成２９年１０月１９日から
平成２９年１１月１８日まで

（１カ月）

別表第１第４号（契
約違反）に該当

　「平成29年度国県道整備単独事業（一）引佐舘山
寺線（伊奈）道路改良工事」において、交通誘導員
確保の目処が立たず工事を進められないとして契約
解除の申出があり、契約解除に至ったため。

株式会社安藤・間
東京都港区赤坂六丁目１番２０
号

平成２９年１０月２７日から
平成２９年１１月２６日まで

（１カ月）

別表第２第１０号
（不正又は不誠実な

行為）に該当

　使用人が、福島県田村市発注の除染事業にかかる
作業員宿舎費を水増し請求したとして、平成２９年
９月２８日、東京地検特捜部は詐欺罪（刑法第２４
６条）で起訴した。

青木あすなろ建設株式会社 東京都港区芝４丁目８番２号
平成２９年１０月２７日から
平成２９年１１月２６日まで

（１カ月）

別表第２第１０号
（不正又は不誠実な

行為）に該当

　使用人が、神奈川県横須賀市内の残土処分場に産
業廃棄物を不法に廃棄したとして、平成２９年９月
２８日、神奈川県警は廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律違反の容疑で逮捕した。

エヌテックサービス株式会社
浜松市中区住吉五丁目２６‐３
６

平成３０年２月１日から
平成３０年２月１４日まで

（２週間）

別表第１第４号（契
約違反）に該当

　浜松市発注の「平成２９年度　浜松市立都田小学
校給食調理室改修工事」において、履行期間が平成
２９年１０月３１日までであったにも係わらず、工
事の完成を平成３０年１月１７日まで遅延させたた
め。

一級建築士事務所結設計舎 浜松市浜北区中条２２９
平成３０年２月１日から
平成３０年２月１４日まで

（２週間）

別表第１第４号（契
約違反）に該当

　浜松市発注の「平成２９年度　浜松市立都田小学
校給食調理室改修工事　工事監理業務委託」におい
て、履行期間が平成２９年１０月３１日までであっ
たにも係わらず、業務の完了を平成３０年１月１７
日まで遅延させたため。
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業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

株式会社キタウチ遊具
浜松市天竜区緑恵台５５６‐２
７０

平成３０年２月９日から
平成３０年３月８日まで

（１カ月）

別表第１第５号（安
全管理措置の不適切
により生じた公衆損
害事故）に該当

　平成３０年１月２９日（月）、「中田公園外29公
園遊具修繕工事」において修繕した４人乗り回転遊
具について、完成検査前であるにもかかわらず、使
用禁止措置を怠った。その結果、誤って設置をして
しまった固定バー付き座席で男児が遊び、可動ハン
ドルと固定バーの間に指を挟み負傷する事故を同日
のうちに２件発生させたため。

協同建材株式会社 浜松市南区若林町２５８２
平成３０年２月２２日から
平成３０年３月７日まで

（２週間）

別表第１第４号（契
約違反）に該当

　浜松市発注の「平成２９年度　浜松市立竜禅寺小
学校校舎南棟他１件防水改修工事」において、履行
期間が平成３０年１月１８日までであったにも係わ
らず、工事の完成を平成３０年２月７日まで遅延さ
せたため。

大成建設株式会社
東京都新宿区西新宿一丁目２５
番１号

鹿島建設株式会社
東京都港区元赤坂一丁目３番１
号

平成３０年３月１５日から
平成３０年９月１４日まで

（６カ月）

別表第２第４号（独
占禁止法違反行為）

に該当

　東海旅客鉄道株式会社が発注するリニア中央新幹
線の工事の入札談合事件について、独占禁止法違反
（不当な取引制限）の疑いにより、平成３０年３月
２日、大成建設の元常務及び鹿島建設の営業担当部
長が逮捕されたため。
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【平成２９年度　工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧表】

業者名 所在地 入札参加停止等期間 該当事項 理由

株式会社大林組
東京都港区港南二丁目１５番２
号

清水建設株式会社
東京都中央区京橋二丁目１６番
１号

平成３０年３月３０日から
平成３０年９月２９日まで

（６カ月）

別表第２第４号（独
占禁止法違反行為）

に該当

　東海旅客鉄道株式会社が発注するリニア中央新幹
線の工事について、事前に受注予定業者を決めるな
ど、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いによ
り、平成３０年３月２３日、公正取引委員会から刑
事告発されたため。

※入札参加停止期間中は、下請負についても禁止します。
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